
【日本学生支援機構奨学金】 

 ２０２５年度からの多子世帯の学生に対する授業料・入学金の無償化について 

 

 2025年度から多子世帯の学生に対して、大学の授業料および入学金を、国が定める一定の額まで所得制限なく無償化する制度が始まりました。 

（授業料減免額は年間70万円であり、全額が無償化されるものではありません） 

 

 在学生の皆様、また、本学へ進学予定の皆様も、扶養される子どもが３人以上である世帯は、ご自身の世帯が対象となるかどうかについて、以下の表にてご確認くださ

い。 

  



 

 多子世帯（＊）に該当する方が受けることができる支援内容は以下の表のとおりとなります。 

（＊）2025年 4月申込においては、2023年 12月 31日時点の住民税課税情報から扶養状況が判定される予定です。 

 

              

※生活保護世帯で自宅から通学する学生・児童養護施設から通学する学生は（）内の金額となります。 

※申込に際して所得制限はありませんが、別途、資産要件があります。資産要件の上限額は、上の表の「授業料等減免」については 3 億円未満、「給付奨学金」については

5,000万円未満です。 

 今回の制度拡充に関しては、別途、以下の要領で「在学採用」の申込手続をしていただく必要があります。多子世帯であっても、自動的に支援対象となるわけではありま

せん。 



 

【2025年度新入生】 

＊予約採用で給付奨学金の「採用候補者」となっている方は、入学後に「進学届」を提出してください。 

＊予約採用を申し込んでいない方、予約採用で給付奨学金の「採用候補者」となっていない方は、入学後に在学採用で JASSO給付奨学金に申込をしてください。 

 

【在学生】 

＊JASSO 給付奨学金・授業料等減免を受けている方（適格認定の結果等により支援が停止しているものも含む）は、多子世帯に該当するか JASSO が確認します

（JASSOで確認が取れない場合、大学を通じて個別に連絡をする場合があります）。 

＊JASSO 給付奨学金・授業料等減免を受けていない方は、在学採用で JASSO 給付奨学金に申込をしてください。申込手続きに関する説明会については Google 

classroomでお知らせします。 

 


